
 評　議　員　会   評議員選考委員会
  定款第１８条

⇓

 選考委員会（助成及び表彰）

 選考委員会規程（第１条及び第２条）

 理  　事  　会  選考委員会規程（第３条）

  定款第３３条  選考委員５名

⇓    （外部委員２名）

定款の変更

　事　 務　 局
  定款第４４条

⇓
監査報告書作成
理事会出席

              余白を活用　　参考（注目点）　　余白の活用（☆注目点）

　　               （３）遊休財産保有の制限　

評 　 議  　員
   定款第１３条

 業務執行理事（副理事長）

代表理事等の選任
事業計画及び収支予算の承認

理事・監事の選任及び解任
事業報告及び決算承認
定款の変更

  （外部委員２名）

監　　　　　事
定款第３３条

　　　　　         ☆　公益法人の財務基準

　　　　　　　　 　（１）収支相償の原則
　　               （２）公益目的事業比率の確保

公益財団法人久保スポーツ振興基金組織図及び機構図

   総　 　 務

   経    　理 

３名以上６名以内

 定款第２６条
 代 表 理 事（理事長）

  定款第１４条
　　選考委員５名

３名以上６名以内

理　　　　　事
   定款第２５条

  （内部委員３名）

 　（内部委員３名）

 業務執行理事（常務理事）

事業報告及び決算承認

　　               （２）忠実義務
　　               （３）損害賠償責任　

２名以内

　　　　           ☆　評議員及び役員（理事及び監事）の義務と責任（法人からの委任）

　　               （１）善管注意義務

　     　　　　　  （１）ガバナンス（意志決定及び執行体制の明確化・評議員と役員の緊張関係の維持）
　　  　　　 　　  （２）コンプライアンス（法令遵守・内部統制の制度化）

　　　　　         ☆　設立趣旨に則した倫理観を希求する公益法人としての地位の確立の方策

         　　　　　（４）アカウンタビリティ―（説明責任）
       　　　　　  （３）ディスクロージャー（情報開示・透明化の推進）


